
事 務 連 絡

令和８年５月８日 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 専 修 学 校 主 管 課

専 修 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 担 当 課

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局

男女共同参画共生社会学習・安全課 

北朝鮮による弾道ミサイル等の発射に係る全国瞬時警報システム（Ｊア 

ラート）等の情報伝達及び国民保護ポータルサイト等の変更に関する周

知について（依頼）

平素より、当省の安全教育の取組について御理解、御協力をいただきありがとうご

ざいます。

 このたび、内閣官房より、別添写しのとおり、各指定行政機関国民保護担当課長に

対し、北朝鮮から発射された弾道ミサイル等が日本に飛来する可能性がある場合にお

ける全国瞬時警報システム（Ｊアラート）及び緊急情報ネットワークシステム（エム

ネット）による情報伝達及び国民保護ポータルサイト等の更新について通知した旨、

情報共有がありました。本件については、消防庁から都道府県及び都道府県を通じて

各都道府県内の市区町村等に対して周知されることとなっていますが、念のため各位

に対してもお知らせします。

 今後も、関連情報の更新が行われることが予想されますので、引き続き、各自治体

の危機管理部局と緊密に連携し、最新の情報を踏まえ、各学校（専修学校・各種学校

を含む。以下同じ。）において、子供たちが自ら命を守る行動がとれるよう、J アラー

トによる情報伝達フロー等について、必要に応じて危機管理マニュアル等の見直しを

行うとともに、所在地の災害特性に応じた避難訓練の実施や、防災教育の指導が展開

されるよう御指導等をお願いします。

各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、所管の学校及び域内の市区町

村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれましては、所轄の学校法人

及び学校に対し、各国公立大学法人担当課におかれましては、所管の附属学校に対し、

構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方

公共団体の学校設置会社担当課におかれましては、所轄の学校設置会社及び学校に対

し、厚生労働省の専修学校主管課におかれましては、所管の専修学校に対し、各都道

内閣官房の全国瞬時警報システム（Ｊアラート）等の情報伝達及び国民保護ポ

ータルサイト等の変更について、周知の協力依頼がありましたので、送付しま

す。 

御中



府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれましては、域内の市区町村認定

こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して、御周知くださいますようお願いい

たします。

 なお、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全て

の学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員

会主催の教員研修の場で配布する等、貴課において必要に応じて御判断いただきます

よう、お願い申し上げます。

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 防災教育係 

電話：03-5253-4111（内線 2670） 

E-mail：anzen@mext.go.jp



 
 

閣副事態第 186 号 

令和８年３月 31 日 

 

 
各指定行政機関国民保護担当課長 殿 
 
 

内閣官房国家危機管理室 
内閣参事官 岩﨑 林太郎 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 

北朝鮮による弾道ミサイル等の発射に係る全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）等の情報伝達及び国民保護ポータルサイト等の変

更について 
 
 
北朝鮮から発射された弾道ミサイル等が日本に飛来する可能性がある場合に

おける全国瞬時警報システム（Ｊアラート）及び緊急情報ネットワークシステ

ム（エムネット）による情報伝達及び国民保護ポータルサイト等について、下

記のとおり変更することとしましたので通知します。 
つきましては、貴職においては、所管する指定地方行政機関及び指定公共機

関に対して、消防庁においては、都道府県と都道府県を通じて各都道府県の市

区町村及び消防組合並びに指定地方公共機関に対して、周知されますようお願

いします。 
 

記 
 
１．情報伝達の変更（別紙１） 

Ｊアラート等による情報伝達については、平素から不断の見直しを行って

おり、今般、以下のとおり変更を実施 
 

⑴ メッセージを「避難の呼びかけ」と「避難解除」に分類 

⑵ 弾道ミサイルやその破片が落下した場合に、安全が確認出来次第「避難

の呼びかけ」を解除するための「追加情報」のメッセージを新設 

⑶ Ｊアラートについて、弾道ミサイルが我が国領域の上空を通過した場合、

通過した場所（都道府県）を伝達するようメッセージの一部を変更 
※ ただし、メッセージは状況に応じ変更する可能性がある。 

写



 
 

 

２．国民保護ポータルサイト等の変更（別紙２） 

併せて、以下のとおり変更を実施 
 

⑴ 国民保護ポータルサイトのリニューアル及び一部 URL変更 

⑵ 国民保護パンフレットのリニューアル 

⑶ 弾道ミサイル飛来時の行動の多言語版説明資料の更新 

⑷ 外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety tips」への国民保護ポ

ータルサイトのリンク追加 

 
 

【本件に関する連絡先】 
 内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付 

内閣官房 国家危機管理室 国民保護企画担当 

  松本、森田 

E-mail nobuyoshi.matsumoto.j5c@cas.go.jp 

mitsutoshi.morita.k3e@cas.go.jp 

  電話 03-5253-2111（内線：82675、82670） 

 
 

mailto:nobuyoshi.matsumoto.j5c@cas.go.jp
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別紙１ 

情報伝達の変更 

 
【Ｊアラート 情報伝達フロー】 

変更前 変更後 

 

 
 
【Ｊアラート メッセージカテゴリー】 

変更前 変更後 

①ミサイル発射情報・避難の呼びかけ ①発射情報（避難の呼びかけ） 

②直ちに避難することの呼びかけ ②落下予測情報（避難の呼びかけ） 

③破壊情報 ③破壊措置情報（避難の呼びかけ） 

④落下場所等についての情報 ④落下推定情報（避難の呼びかけ） 

⑤ミサイル通過情報 ⑤通過情報（避難解除） 

⑥避難を解除する旨の情報 ⑥解除情報（避難解除） 

⑦領土・領域内に落下する可能性がなく

避難を解除する旨の情報 

⑦解除情報（避難解除） 

（新規） ⑧追加情報（避難解除） 

（新規） ⑨追加情報（避難一部解除） 
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【Ｊアラート メッセージ内容】 

変更前 変更後 

① （略） ①ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮

からミサイルが発射されたものとみ

られます。建物の中、又は地下に避難

して下さい。 

② （略） ②直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物

の中、又は地下に避難して下さい。ミ

サイルが、●時●分頃、●●県周辺に

落下するものとみられます。直ちに避

難して下さい。 

③ （略） ③先程のミサイルは、迎撃により破壊さ

れました。ミサイルの破片の落下の可

能性があります。続報を伝達しますの

で、引き続き屋内に避難して下さい。 

④ （略） ④ミサイル落下。ミサイル落下。ミサイ

ルが、●時●分頃、●●県●●市周辺

に落下したものとみられます。続報を

伝達しますので、引き続き屋内に避難

して下さい。 

⑤ミサイル通過。ミサイル通過。先程の

ミサイルは●時●分頃、●●（海域名）

へ通過したものとみられます。避難の

呼びかけを解除します。不審な物には

決して近寄らず直ちに警察や消防な

どに連絡して下さい。 

⑤ミサイル通過。ミサイル通過。ミサイ

ルは●時●分頃、●●県周辺から●●

（海域名）へ通過したものとみられま

す。避難の呼びかけを解除します。不

審な物には近寄らず警察や消防など

に連絡して下さい。 

⑥ （略） ⑥先程のミサイルは、我が国には飛来し

ないものとみられます。避難の呼びか

けを解除します。 

⑦ （略） ⑦先程のミサイルは、我が国には落下し

ないものとみられます。避難の呼びか

けを解除します。 

（新規） ⑧先程のミサイルの避難の呼びかけを

解除します。不審な物には近寄らず警

察や消防などに連絡して下さい。 

（新規） ⑨先程のミサイルの避難の呼びかけを

解除します。不審な物には近寄らず警

察や消防などに連絡して下さい。 

・状況に応じて送信するため、上記のメッセージを全て送信するとは限りません。 

・メッセージは、状況に応じ、変更する可能性があります。 
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【エムネット 情報伝達フロー】 
変更前 変更後 

 

 
 
【エムネット メッセージカテゴリー】 

変更前 変更後 

①ミサイル発射情報・避難の呼びかけ ①発射情報（避難の呼びかけ） 

②直ちに避難することの呼びかけ ②落下予測情報（避難の呼びかけ） 

③破壊等についての情報 ③破壊措置情報（避難の呼びかけ） 

④落下場所等についての情報 ④落下推定情報（避難の呼びかけ） 

⑤ミサイル通過情報 ⑤通過情報（避難解除） 

⑥避難を解除する旨の情報 ⑥解除情報（避難解除） 

⑦領土・領域内に落下する可能性がなく

避難を解除する旨の情報 

⑦解除情報（避難解除） 

（新規） ⑧追加情報（避難解除） 

（新規） ⑨追加情報（避難一部解除） 
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【エムネット メッセージ内容】 

変更前 変更後 

① （略） ①●時●分頃、北朝鮮からミサイルが●●県、■
■県、・・・（Ｊアラート送信地域）の方向に発
射されたものとみられます。建物の中又は地下
に避難して下さい。続報が入り次第、お知らせ
します。 

② （略） ②先程発射されたミサイルが、●時●分頃、●●
県周辺に落下するものとみられます。●●県、
●●県、・・・（Ｊアラート送信地域）において
は、直ちに建物の中又は地下に避難して下さい。
続報が入り次第、お知らせします。 

③ （略） ③先程発射されたミサイルは、迎撃により破壊さ
れました。ミサイルの破片の落下の可能性があ
ります。続報を伝達しますので、引き続き屋内
に避難して下さい。 

④ （略） ④先程発射されたミサイルが、●時●分頃、●●
県●●市周辺に落下したものとみられます。続
報を伝達しますので、引き続き屋内に避難して
下さい。 

⑤ （略） ⑤先程発射されたミサイルは、●時●分頃、●●
県、■■県、・・・からなる地域の上空を飛翔し、
●●（海域名）へ通過したものとみられます。
避難の呼びかけを解除します。なお、ミサイル
の破壊措置の実施は無し。不審な物を発見した
場合には、決して近寄らず、直ちに警察、消防
又は海上保安庁に連絡して下さい。続報が入り
次第、お知らせします。 

⑥北朝鮮からミサイルが●●県、■■
県、・・・（Ｊアラート送信地域）の方向
に発射されたものとみられるとして発表
しましたが、我が国への落下又は上空を
通過する可能性はなくなったものとみら
れます。避難の呼びかけを解除します。 

⑥先程ミサイルが●●県、■■県、・・・（Ｊアラ
ート送信地域）の方向に発射されたものとみら
れるとして発表しましたが、我が国への落下又
は上空を通過する可能性はなくなったものとみ
られます。避難の呼びかけを解除します。 

⑦ （略） ⑦先程発射されたミサイルが、●●県周辺に落下
するものとみられるとして発表しましたが、我
が国へ落下する可能性はなくなったものとみら
れます。避難の呼びかけを解除します。 

（新規） ⑧先程のミサイルの避難の呼びかけを解除しま
す。不審な物には決して近寄らず直ちに警察や
消防などに連絡して下さい。 

（新規） ⑨先程のミサイルについて、●●県、●●県にお
いては、避難の呼びかけを解除します。不審な
物には決して近寄らず直ちに警察や消防などに
連絡して下さい。また、●●県、●●県におい
ては、引き続き屋内に避難して下さい。 

・状況に応じて送信するため、上記のメッセージを全て送信するとは限りません。 
・メッセージは、状況に応じ、変更する可能性があります。 
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別紙２ 

国民保護ポータルサイト等の変更 

 

⑴ 国民保護ポータルサイトのリニューアル及び一部 URL変更 

国民保護ポータルサイトの構成を見直し、リニューアルをしました。 

URL https://www.kokuminhogo.go.jp/ 

 
変更前 変更後 

    

 
また、「避難施設を探す」のページの URLの変更を行いました。 

変更前 URL https://www.areamarker.com/kokuminhogo/map 

変更後 URL https://www.kokuminhogo-map.go.jp/kokuminhogo/map 

 
避難施設を探す 
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⑵ 国民保護パンフレットのリニューアル 

国民保護パンフレットの構成を見直し、リニューアルをしました。 

URL https://www.kokuminhogo.go.jp/gaiyou/shiryou/hogo_manual.html 

 
変更前 変更後 

 
 

 
⑶ 弾道ミサイル飛来時の行動の多言語版説明資料の更新 

英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、スペイン語、ポルトガル語及び

ベトナム語の説明資料を更新し、英語版国民保護ポータルサイトに掲載しま

した。 

URL https://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_e.html 

 
⑷ 「Safety tips」への国民保護ポータルサイトのリンク追加 

外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety tips」に、国民保護ポー

タルサイトのリンクを追加しました。 

URL https://www.rcsc.co.jp/safety-tips-jp 

 
アプリをインストール・起動し、「リンク」を開くと国民保護ポータルサイ

トのリンクへ遷移可能です。なお、言語を日本語で設定している場合は日本

語版国民保護ポータルサイトへ、日本語以外（英語等 14言語）で設定してい

る場合は英語版国民保護ポータルサイトへ遷移します。 
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